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Ⅰ 研究の概要 
  
  (1)「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必

要な方策等について(答申)」(平成28年12月)（以下、「中央教育審議会答申」と示す） 

    2030年を見据えて、子供たちに、情報化やグローバル化など急激な社会的変化の中でも、未来

の創り手となるために必要な資質・能力を確実に備えることのできる学校教育を実現するための、学

習指導要領の基本的な方向性や理念が示された。 

  (2)新学習指導要領の公示 

 平成 29 年４月に特別支援学校学習指導要領(小学部・中学部)が示された。特別支援教育

においても主体的・対話的で深い学びの視点を踏まえた指導が求められている。 

  (3)埼玉県特別支援教育教育課程編成要領の作成 

 学習指導要領改訂に伴い平成 30 年度から 31 年度にかけて県教委が教育課程編成要領を

作成する。この特別支援学校学習指導要領及び埼玉県特別支援教育教育課程編成要領を

踏まえ、より具体的・実践的な、授業で活用できる指導事例や実践について調査研究を行う。 

 

   
  (1)特別支援教育における「主体的・対話的で深い学び」の要点を整理する。（１年次） 

  (2)特別支援教育における「主体的・対話的で深い学び」の視点を踏まえた指導を実践するにあたっ

ての課題や授業改善の視点を整理する。（１年次） 

  (3)特別支援教育に携わる教員に向けて、授業改善のヒントになる指導事例及び実践報告をまとめ、

広く発信する。（２年次） 

 

                 (図１参照) 
  (1)文部科学省資料、先行研究等の分析を行う。 

  (2)教員に対して「主体的・対話的で深い学び」に関する意識調査を行う。 

   ・特別支援学校年次経験者研修受講者（初任者研修、５年経験者研修、中堅教諭等資質

向上研修） 

   ・特定研修受講者（特別支援学級新担当教員研修会） 

   ・市の教育研修会参加者（特別支援学級担当者） 

  (3)「主体的・対話的で深い学び」の視点を踏まえた指導実践の授業研究を行う。 

  (4)授業実践を報告書にまとめ、広く教員等へ発信する。  

特別支援教育における 
主体的・対話的で深い学びの視点を踏まえた 

指導実践に関する調査研究 最終報告 

基本的な考え方  

・社会に開かれた教育課程の実現、育成を目指す資質・能力、主体的・対話的で深い学

びの視点を踏まえた授業改善、各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立など、初等

中等教育全般の改善・充実の方向性を重視。 

・障害のある子供たちの学びの場の柔軟な選択を踏まえ、幼稚園、小・中・高等学校の教

育課程との連続性を重視。 

・障害の重度・重複化、多様化への対応と卒業後の自立と社会参加に向けた充実。 

１ 研究主題設定の理由とその背景 
 

２ 研究の目的  

３ 研究の方法  
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図１ 本研究の模式図 

 

  平成 30 年度（１年次）の研究のスケジュールを下の表で示す。 

 平成３０年度の取組の内容 

事前調査 
・協力委員の意識調査 

・新学習指導要領の理解 

第 1 回 

5/28(月) 

・研究概要の提案と検討 

・現状と課題の整理 

・アンケート調査項目案の提案と検討 

特別研修会 

6/15(金) 

講義「特別支援教育における主体的・対話的で深い学びについて」 

講師：国立特別支援教育総合研究所   

研修事業部 研究員  神山 努 氏 

第２回 

7/6(金) 

・アンケート調査項目の決定 

・授業者の予定確認 

第３回 

9/11(火) 

・調査結果分析  

・授業案作成 

・報告書素案 

第４回 

9 月～12 月 

・授業公開、参観（8 校） 

・授業報告 

・報告書案作成 

第５回 

12/7(金) 

・報告書の校正 

・研究のまとめ 

   ※第４回の日程は８校の授業視察を実施 

①学習指導要領の把握 

・主題についての理解  

②アンケート調査 

・年次経験者研修受講者等 
・特定研修受講者等 
・任意の市教育研修会 

「実践事例集」の作成  

研究主題：特別支援教育における主体的・対話的で深い学びの  

視点を踏まえた指導実践に関する調査研究 

現状と課題・授業改善の視点の整理 

授業実践 

 

アンケート調査・集計・考察  

調査研究(１年次) 

実践報告・まとめ(２年次) 

授業視察  

授業実践 

 

振り返り・再検討  授業参観シート・授業評価シートの見直し  

４ 研究のスケジュール  
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 令和元年度（２年次）の研究のスケジュールを下の表で示す。 

 令和元年度の取組の内容 

第 1 回 

5/31(月) 

・年間の進め方 

・課題の確認 

・実践事例集のフォーマットの提案 

・委員の実践事例案紹介、検討 

第２回 

7/１(金) 

・授業参観シート、評価シート再検討 

・授業実践について 

第３回 

9/11(火) 

・実践事例集（案）検討 

・授業視察について 

第４回 

9 月～12 月 

・授業公開、参観（８校） 

 （協議も含む） 

・授業視察 

第５回 

12/６（金） 

・授業報告 

・研究報告書作成に向けて 

・研究のまとめ 

   ※第４回の日程は８校の授業視察を実施 

 

 
 



4 

  

詳細は中間報告を参照、ここでは概要について紹介する 

 （１）目的・方法 

    主体的・対話的で深い学びの視点を踏まえた指導実践について、教員の意識や指導状況等を把握し、

課題や疑問点を明らかにすることを目的として実施した。 

    対象は県立総合教育センターで実施している研修会の受講生及び A 市の特別支援学級新担当者教

員研修会を受講しいている研修生に任意での提出依頼を行い回収した。（調査期間平成３０年 7 月～

8 月）おおよそ６００人からの回答を得ることができた。 

 

 （２）調査内容 

    質問紙調査を実施した。調査項目は以下のとおりである。 

   

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅰ 回答される先生御自身について 

   問１ 現在、勤務の状況について    

   問２ 教職経験年数（臨任期間を含む） 

   問３ 特別支援教育に関わった年数 

 

Ⅱ 日々の授業について 

   問４ 日々の授業を実施する上で重視していること 

    12 の選択肢から選択（複数回答可） 

   問５ 日々の授業の振り返りをいつ、誰と、どのように行うか（自由記述） 

 

Ⅲ 「主体的・対話的で深い学び」の視点を踏まえた授業改善について 

   問６、問７は理解している、少し理解している、深いが不十分である、の３つから自身の主観で選択 

   問６ 「主体的・対話的で深い学び」について、どれくらい理解しているか 

   問７ 「主体的・対話的で深い学び」の視点を踏まえた授業改善を、どれくらい意識しているか 

   問８ 「主体的・対話的で深い学び」の視点を取り入れた授業を実践しているまたは実践できそうな 

     各教科等 

    ①実践している各教科等を自由記述で記入（複数回答可） 

    ②実践できそうな各教科等を自由記述で記入（複数回答可） 

   問９ 問８で記入した各教科等から一つ選んで上で、（１）～（３）に回答 

    （１）選んだ各教科等の「主体的な学び」について、具体的な実践例がある場合はそれを記入。 

       実践例はないが、実践できそうだとイメージしていることがあれば記入。 

    （２）選んだ各教科等の「対話的な学び」について、具体的な実践例がある場合はそれを記入。 

       実践例はないが、実践できそうだとイメージしていることがあれば記入。 

    （３）選んだ各教科等の「深い学び」について、具体的な実践例がある場合はそれを記入。 

        実践例はないが、実践できそうだとイメージしていることがあれば記入 

   問 10 「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善を行う上での意見・疑問 

    （自由記述） 

 

５ アンケート調査について(抜粋) 
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  (３)結果と考察 

   ① 回答者の基本情報                              

この調査における特別支援学校に所属する教員の担当障害種は、知的障害が圧倒的に多い。学部の傾向

は、小学部が最も多く、次いで高等部、三番目に中学部の順となっており、学級数に比例していると考えられる。 

特別支援学級を担当する教員数については、小学校の方が多いが、これは小学校、中学校の特別支援学

級の設置学校数に関連していると考えられる。特別支援学級教員の担当障害種は、知的障害が一番多く、次

いで自閉・情緒障害が続く。 

 

【教職経験年数、特別支援教育経験年数】 

  回答者全員 

 

 

 

 

 

 

 回答者の教職経験年数は、１～４年が 200 人、５～９年が 183 人、10 年以上が 225 人とさほど開きが

ないことに比べ、特別支援教育の経験をした年数を見てみると、10 年以上の経験を持つ人は、109 人である。

特別支援学級の担当者においては、教員経験年数は 10 年以上（最長で 40 年）が約８割であっても、特別

支援教育の経験は１～４年であった。 

 

   ② 日々の授業について 

     「日々の授業を実践する上で重視していること」を 12 の選択肢から選ぶ 

＜校種別回答＞ 

  ア 特別支援学校教員                イ 特別支援学級担当教員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日々の授業で重視している項目の上位３つは特別支援学校でも特別支援学級でも同じであった。 

１つ目は「児童生徒の実態」、２つ目は「興味関心のあるものを活用」、３つ目は「見通しをもたせる」、という結

果であった。 
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２学級の実態 

３個別の教育プ… 

４場の構造化 

５刺激への配慮 

６指導形態 

７興味・関心の… 

８得意なこと好き… 

９即時評価 

10 見通しを持た… 
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1 児童生徒の実態  
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選択した回答者が少なかった項目は、特別支援学校と特別支援学級で違いがあった。特別支援学校では、

「即時評価」「指導形態」「一度学んだことを想起させる」を選択する回答者が少なく、特別支援学級では「即時

評価」「指導形態」「場の構造化」が少なかった。 

回答者全体で、選択した回答数が少なかった項目についての考察は以下の３つの項目である。 

１つ目の「指導形態」については授業形態と同義と捉える場合と教育課程の分類と捉える場合等、複数の意

味が考えられるため選択しづらかったと考えられる。 

２つ目の「即時評価」については、当たり前に行われているために重視するほどではないと考えた教員もいたので

はないかと考えられる。 

３つ目の「一度学んだことの想起」については、個別の指導を行っている中では、全体で既習を確認することは

難しく、分からなくなったときにその都度確認するほうが現実的である。そのためポイントが低くなったと考えられる。 

 

 ③ 「主体的・対話的で深い学び」の視点を踏まえた授業改善について 

【「主体的・対話的で深い学び」の理解】  

  ＜教職経験年数別回答＞ 

  ア 特別支援学校教員                   イ 特別支援学級担当教員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「主体的・対話的で深い学び」の視点を踏まえた授業改善】 

  ＜教職経験年数別回答＞ 

  ア 特別支援学校教員                   イ 特別支援学級担当教員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「主体的・対話的で深い学び」の視点を踏まえた授業改善についての問いについては、「理解している」「意識し

ている」が約１割、「少し理解している」「少し意識している」が約６～７割、「理解が不十分」「意識が不十分」

が約３割と、特別支援学校、特別支援学級教員の回答結果のバランスはほぼ同じであった。 
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 教職経験年数別では、経験年数が増えることで特別支援学校においては意識していると答えた教員の割合は

増えているが、特別支援学級担当教員においては教職経験年数との関連性は見られなかった。 

 

＜校種別回答＞ 

 ア 特別支援学校教員 （上位 10 例）       イ 特別支援学級新担当教員（上位 10 例） 

  している できそう 計    している できそう 計 

国語 53 65 118  国語 70 59 129 

自立活動 61 57 118  算数・数学 48 56 104 

生活単元学習 60 49 109  自立活動 50 31 81 

算数・数学 39 54 93  生活単元学習 48 25 73 

保健体育 21 26 47  保健体育 40 28 68 

音楽 18 19 37  理科 12 25 37 

図工・美術 15 19 34  道徳 17 20 37 

総合的な学習の時間 12 17 29  社会 11 21 32 

作業学習 13 14 27  図工・美術 13 18 31 

日常生活の指導 17 9 26  音楽 14 13 27 

 

具体的な各教科等について、「実践している」「実践できそう」の記述は、国語、自立活動、算数・数学、生活

単元学習、保健体育、が上位であった。「主体的・対話的」な活動をイメージしやすい各教科等が上位になったと

考えられる。 

その中でも「生活単元学習」や「保健体育」「図工・美術」「音楽」などは体験を伴った活動が授業に組み込ま

れることが多いため、挙げられたと考えられる。 

 

【「主体的・対話的で深い学び」についての具体例】 

自由記述方式で「主体的な学び」「対話的な学

び」「深い学び」について具体的な実践例を求めると、

記入された実践例の数に明確な差が見られた。 

 「主体的な学び」の実践例は全体の７割近くが実

践例を挙げているのに対して、「対話的な学び」につ

いては約６割、「深い学び」においては約４割が実

践例を挙げるにとどまった。 

この３つの学びの差は、いずれの校種も同様に見

られ、「深い学び」に対する理解の難しさがあると考えられる。 

 

【「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善を行う上での意見、疑問等】 

自由記述で挙げられたことの一部をまとめた。 

○特別支援学校 

  ・重度障害の実践例が知りたい。 

  ・発語の無い子における対話的な学習にどう取り組むのか。 

  ・深い学びの到達点を客観的に評価する視点や指標が難しい。どんなものがあるか知りたい。 

  ・イメージが難しいので、実践例をたくさん知りたい。 等 

 主体的な学び 対話的な学び 深い学び 

特初研 83 65 44 

特５研 79 65 51 

特中研 47 37 29 

特学級新担 169 146 114 

Ａ市 42 35 23 

合計 420 348 261 
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○特別支援学級 

  ・言葉をうまく発することができない児童に対してどのようにしたら良いか。 

  ・特別支援学級における主体的・対話的で深い学びの姿がよく分からない。 

  ・異年齢集団における学習展開において、実態差を踏まえた関わり合いや学び合うための仕掛けづくりをどのよ

うにしていけばよいか悩んでいる。 

  ・対話的の部分が一番難しいと感じる。そこがうまくいく実践例があればぜひ教えてほしい。 等 

 

 （４）アンケート調査のまとめ 

①回答者の基本情報について 

結果に示した通り、調査を実施した対象が年次研修会受講者や新担当教員研修会受講者なので、特

別支援教育の経験をした年数で 10 年以上の経験を持つ人の割合が少ない。特別支援教育の経験年数が

少ない教員の意見を多く反映した調査であることを意識して、調査研究を進める必要がある。 

②日々の授業について 

結果から「主体的な学びはイメージしやすいが、対話的な学び、深い学びはイメージしづらい」と感じているこ

とが分かる。「一度学んだことを想起させる」と回答した人数が少ないのも、「深い学び」につなげることが難しい

事を表していると感じる。 

③「主体的・対話的で深い学び」の視点を踏まえた授業改善について 

生活単元学習のように体験を伴った授業のほうが取り組みやすいと考えていることが分かった。学んだことを

実際の場で生かすタイプの授業も、イメージしやすかったようだ。取り組んでいる各教科等は様々だが、対象と

する児童生徒の実態把握を大切にしていて、実態に基づいた授業の工夫をしていることが感じられた。 

 ④「主体的・対話的で深い学び」についての意見、疑問の自由記述より 

 ○実践は難しいと考えている、または不安に感じている教員が多い 

児童生徒の実態、学級の状況によっては「主体的・対話的で深い学び」が困難であり、実践に対して不安

を感じている教員が多いことが分かった。特に、重度・重複の児童生徒に対してどのように取り組めばよいかイメ

ージがつかない、という記述が多かった。まずは、「対話的な学び」とは、対人だけではなく、対本や、対先哲の

考え方等との対話もあることを丁寧に伝えていくことが大切であると考える。また、多動の児童生徒が椅子に座

っているのは「主体的」、自閉傾向の児童生徒が集団の輪の中にいるのは「対話的」という視点や発想がもて

るよう、様々な児童生徒の姿を前向きにとらえられるような発信の仕方を心がける必要がある。 

 ○具体的な実践事例を知りたいと思う教員が多い 

具体的な実践例を知りたいという意見も多数あった。知りたいと思うことも様々で、活動例、評価のポイント

など実践事例を通して、具体的なイメージをもちたいのだと感じた。また、授業改善のツールとして使えるチェック

リスト等があると良いという意見もあった。「主体的・対話的で深い学び」の考え方や具体的な実践を知ること

ができ、自ら学ぶ機会をもてる事例集が必要であると感じた。そして、個別の課題学習の単位でも、主体的・

対話的で深い学びは成立しうるという事を正しく伝えていく必要がある。 
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Ⅱ 理論編  ～「主体的・対話的で深い学び」の視点の理解～ 
 
  
 
◎中央教育審議会答申(平成 28.12）の要点 
 (1)何ができるようになるか －育成を目指す資質・能力－ 

ア 育成を目指す資質・能力についての基本的な考え方 

 ・育成を目指す資質・能力に共通する要素を明らかにし、教育課程の中で計画的・体系的に育ん

でいくことができるようにする必要がある。 

イ 資質・能力の三つの柱に基づく教育課程の枠組みの整理 

 ・教科等と教育課

程 全 体 の 関 係

や、教育課程に

基づく教 育 と資

質・能力の育成

の 間 を つ な ぎ 、

求 め ら れ る 資

質・能力を確実

に育むことができ

るよう、教 科 等

の目標や内容を

以下の三つの柱に基づき再整理することが必要である。 

 ①「何を理解しているか、何ができるか（生きて働く『知識・技能』の習得）」 

 ②「理解していること・できることをどう使うか（未知の状況にも対応できる『思考力・判断力・表現

力等』の育成）」 

 ③「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びを人生や社会に生かそうとする『学び

に向かう力・人間性等』の涵養）」 

ウ 教科等を学ぶ意義の明確化 

 ・子供たちに必要な資質・能力を育んでいくためには、各教科等をなぜ学ぶのか、それを通じてどうい

った力が身に付くのかという、教科等を学ぶ本質的な意義を明確にすることが必要になる。各教科

等の教育目標や内容については、資質・能力の在り方を踏まえた再編成を進めることが必要であ

る。 

 ・各教科等を学ぶ本質的な意義の中核をなすのが「見方・考え方」であり、教科等の教育と社会を

つなぐものである。子供たちが学習や人生において「見方・考え方」を自在に働かせられるようにする

ことにこそ、教員の専門性が発揮されることが求められる。 

エ 教科等を越えた全ての学習の基盤として育まれ活用される資質・能力 

 ・全ての学習の基盤となる言語能力や情報活用能力、問題発見・解決能力などを、各学校段階

を通じて体系的に育んでいくことが重要である。 

オ 現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力 

 ・現代的な諸課題に対応して、子供の姿や地域の実情を踏まえつつ、以下のような力を育んでいく

ことが重要となる。 
・健康・安全・食に関する力        
・主権者として求められる力  
・新たな価値を生み出す豊かな創造性  
・グローバル化の中で多様性を尊重するとともに、現在まで受け継がれてきた我が国固有の領土や歴史

について理解し、伝統や文化を尊重しつつ、多様な他者と協働しながら目標に向かって挑戦する力   
・地域や社会における産業の役割を理解し地域創生等に生かす力 

 ・自然環境や資源の有限性等の中で持続可能な社会をつくる力  
 ・豊かなスポーツライフを実現する力 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善
及び必要な方策等について（答申）補足資料（平成 28 年 12 月中教審）より 
※10、11、12、100 ページの図も同資料より引用。 

１ 主体的・対話的で深い学びについて（概論） 
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カ 資質・能力の育成と、子供たちの発達や成長のつながり 

 ・今回の改訂における教育課程の枠組みの整理は、各教科等で学ぶことを単に積み上げるのでは 

なく、発達の段階に応じた縦のつながりと、各教科等の横のつながりを行き来しながら、教育課程の

全体像を構築していくことを可能とするものである。 

 ・資質・能力の育成に当たっては、子供一人一人の興味や関心、発達や学習の課題等を踏まえ、

それぞれの個性に応じた学びを引き出し、一人一人の資質・能力を高めていくことも重要となる。 

 (2)何を学ぶか－教科等を学ぶ意義と教科等間・学校段階間のつながりを踏まえた教育課程の編成－  

 ・様々な資質・能力は、教科等の学習から

離れて単独に育成されるものではなく、関

連が深い教科等の内容事項と関連付けな

がら育まれるものであり、資質・能力の育成

には知識の質や量が重要である。こうした

考えに基づき、今回の改訂は、学びの質と

量を重視するものであり、学習内容の削減

を行うことは適当ではない。 

 (3)どのように学ぶか－各教科等の指導計画

の作成と実施、学習・指導の改善・充実－ 

ア 学びの質の向上に向けた取組 

 ・子供たちは、主体的に、対話的に、深く

学んでいくことによって、学習内容を人生

や社会の在り方と結びつけて深く理解し

たり、未来を切り拓くために必要な資質・

能力を身に付けたり、生涯にわたって能

動的に学び続けたりすることができる。こう

した学びの質に着目して、授業改善の

取組を活性化しようというのが、今回の

改訂が目指すところである。 

 ・特に小・中学校では、多くの関係者による授業改善の実践が重ねられてきている。 

イ 「主体的・対話的で深い学び」を実現することの意義 

(ｱ)「主体的・対話的で深い学び」とは何か 

 ・「主体的・対話的で深い学び」の実現とは、特定の指導方法のことでも、学校教育における教員の

意図性を否定することでもない。教員が教えることにしっかりと関わり、子供たちに求められる資

質・能力を育むために必要な学びの在り方を絶え間なく考え、授業の工夫・改善を重ねていくこ

とである。 

 ・「主体的・対話的で深い学び」の実現とは、以下の視点に立った授業改善を行うことで、学校教

育における質の高い学びを実現し、学習内容を深く理解し、資質・能力を身に付け、生涯にわ

たって能動的（アクティブ）に学び続けるようにすることである（１３ページの図参照）。 

①学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しを持っ

て粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる「主体的な学び」が実現でき

ているか。 

②子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通

じ、自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。 

③習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働か

せながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問

題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう「深い学び」が

実現できているか。 

(ｲ)各教科等の特質に応じた学習活動を改善する視点 

 ・「アクティブ・ラーニング」については、地域や社会の具体的な問題を解決する学習を指すものと理解
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されることがあるが、例えば国語や各教科等における言語活動や、社会科において課題を追究し

解決する活動、理科において観察・実験を通じて課題を探究する学習、体育における運動課題

を解決する学習、美術における表現や鑑賞の活動など、全ての教科等における学習活動に関わ

るものであり、これまでも充実が図られてきたこうした学習を、更に改善・充実させていくための視点で

あることに留意が必要である。 

 ・こうした学習活動については、今までの授業時間とは別に新たに時間を確保しなければできないも

のではない。現在既に行われているこれらの活動を、「主体的・対話的で深い学び」の視点で改善

し、単元や題材のまとまりの中で指導内容を関連付けつつ、質を高めていく工夫が求められている。 

(ｳ)単元等のまとまりを見通した学びの実現 

 ・「主体的・対話的で深い学び」は、１単位時間の授業の中で全てが実現されるものではなく、単元

や題材のまとまりの中で実現されていくことが求められる。 

(ｴ)「深い学び」と「見方・考え方」 

 ・学びの「深まり」の鍵となるのが、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」である。「見方・考え方」

は、新しい知識・技能を既に持っている知識・技能と結びつけながら深く理解し、社会の中で生きて

働くものとして習得したり、思考力・判断力・表現力を豊かなものとしたり、社会や世界にどのように

関わるかの視座を形成したりするために重要なものである。「見方・考え方」を軸としながら、幅広い

授業改善の工夫が展開されていくことを期待する。 

ウ  発 達 の 段 階 や

子 供 の 学 習 課

題等 に応 じた学

びの充実 

 ・「主 体 的 ・対 話

的 で 深 い 学 び 」

の具体 的な在り

方は、発達の段

階や子供の学習

課題 等に応 じて

様 々 で あ る 。 基

礎的・基本的な

知識・技能の習

得に課題 が見ら

れ る 場 合 に は 、

子供の学びを深

め た り 主 体 性 を

引き出したりといった工夫を重ねながら、確実な習得を図ることが求められる。 

 ・体験活動を通じて、様々な物事を実感を伴って理解したり、人間性を豊かにしたりしていくことも求

められる。加えて、子供たちに情報技術を手段として活用できる力を育むためにも、学校において日

常的にＩＣＴを活用できるような環境づくりが求められる。 

 (4)何が身に付いたか －学習評価の充実－ 

 ・学習評価については、教育課程や学習・指導方法の改善と一貫性を持った形で改善を進めるこ

とが求められる。また、「カリキュラム・マネジメント」の中で、学習評価の改善を、授業改善及び組織

運営の改善に向けた学校教育全体のサイクルに位置付けていくことが必要である。 

 ・目標及び内容が資質・能力の三つの柱に整理されたことを踏まえ、各教科における観点別学習

状況の評価の観点についても３観点に整理されている（「知識・技能」、「思考・判断・表現」、

「主体的に学習に取り組む態度」）。目標では「学びに向かう力・人間性等」と示された部分が、

評価の観点では「主体的に学習に取り組む態度」となっている点に留意したい（次ページ図参

照）。これは「学びに向かう力・人間性等」には、①「主体的に学習に取り組む態度」として観点別

評価（学習状況を分析的に捉える）を通じて見取ることができる部分と、②観点別評価や評定
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にはなじまず、こうした評価では示しきれないことから個人内評価を通じて見取る部分があるためで

ある（国立教育政策研究所「学習評価の在り方ハンドブック」より）。よって観点別の評価では

「主体的に学習に取り組む態度」を評価し、感性や思いやりなど観点別の評価になじまないものは

個人内評価（観点別学習状況の評価や評定には示しきれない児童生徒の一人一人のよい点

や可能性、進歩の状況について評価するもの）として、日々の教育活動等の中で、児童生徒に

伝えることが重要である。 

 

 ＜「学習評価の在り方ハンドブック」より＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方

策等について（答申）」（平成 29 年 12 月 21 日中央教育審議会）【概要】＜抄＞ 

※国立教育政策研究所「学習評価の在り方ハンドブック」 
 
◎主体的・対話的で深い学びの実現 
 「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善を行うことで、学校教育における質の高い学

びを実現し、学習内容を深く理解し、資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的（アクティブ）に学

び続けるようにすることが、「主体的・対話的で深い学び」の実現となる。 

(1)【主体的な学び】 

  学ぶことに興味や関心を

持ち、自己のキャリア形成の

方向性と関連付けながら、

見通しを持って粘り強く取り

組 み、自 己 の学 習 活 動 を

振り返って次につなげる「主

体的な学び」が実現できて

いるか。 

(2)【対話的な学び】 

  子 供同 士 の協 働 、教職

員や地域の人との対話、先

哲の考え方を手掛かりに考

えること等を通じ、自己の考

えを広げ深める「対話的な

学び」が実現できているか。 

(3)【深い学び】 

  習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせなが

ら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだし

て解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう「深い学び」が実現できているか。 

 

学習指導要領に
示す目標や内容 

知識及び技能 
思考力、判断力、

表現力等 
学びに向かう力、人間性等 

観点別学習状況
評価の各観点 

知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に学習に   
 取り組む態度 

感性、思

いやりなど 

評   定 個人内評価 
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（１）特別支援教育で主体的・対話的で深い学びを実現するために 
  下の図で示したように、主体的・対話的で深い学びの基本的な考え方は、特別支援教育におい

ても共通である。特に、図中の「生涯にわたって能動的に学び続けるようにする」は、キャリア教育の視

点からも、特別支援教育において常に念頭において指導するべきであろう。また、特別支援教育にお

いて主体的・対話的で深い学びを実現するためには、障害の特性に応じた指導の工夫も必要となる。

ここでは、先行研究の分析や研究１年次に実施したアンケート調査等の結果を踏まえて２点、実
践上の留意点を挙げる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特別支援教育における主体的・対話的で深い学び  

実践上の留意点① 

◆本質を踏まえて、広く柔軟にとらえる◆ 

 主体的・対話的で深い学びの姿を、限られた特定の行動や振る舞いに限定せず、本質を踏まえて

広く柔軟にとらえる必要がある。 

  

例   

             

 

 

 

 

 

 

「主体的な学び」を、教師からの言語指示や直接的な促しがない状況で、児童生徒がグルー

プで自発的に言語によるやり取りを行い、課題を解決したり、学習を深めたりしている姿と捉えると、

グループでの言語によるやり取りが難しい 

・児童生徒が活用可能な代替コミュニケーションを用いてやり取りをする。 

・言語をあまり介さずに、児童生徒がお互いの行動を見て、自らの行動を

判断するモデリング学習を促す。 

主体的・対話的で深い学びの実現とは・・・ 

教員が教えることにしっかりと関わり、子供たちに求められる資質・能力を育むため

に必要な学びの在り方を絶え間なく考え、授業の工夫・改善を重ねることが重要  

学習内容を深

く 理 解 し 、 資

質・能力を身に

付ける  

生涯にわたっ

て 能 動 的 に

学び続けるよ

うにする 

学 校 教 育 に

おける質の高

い学びを実現

する 

 「主体的・対話

的で深い学び」

の視点に立 った

授業改善を行う  

※図：中教審答申等をもとに整理  

２ 特別支援教育における主体的・対話的で深い学び 
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これを実現することが難しい場合があるかもしれない。 

しかし、例えば、教師からの言語指示や直接的な促しがない状況に対して、児童生徒の実態

把握や指導の目標を踏まえて、「教師が環境調整や視覚的手がかりをあらかじめ用意し、児童

生徒が学習を進めることができる」と捉えると実現可能性は高まると考えられる。 

 

実践上の留意点② 

◆学んだことを般化（※）させる過程を通して、深い学びをとらえる◆ 

 学習指導要領解説には、深い学びについて、「習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科

等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情

報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりす

ることに向かう「深い学び」が実現できているか」という記述がある。特別支援教育においては、これに加

えて学んだことを般化させる過程を通して深い学びをとらえることも重要となる（各教科等の見方・考

え方については１０８ページ資料 -３参照）。 

 

※般化  

 ある特定の場面での適切な行動が、別の必要な場面でも行えるようになること。知的障害や自閉

症の児童生徒の場合、一般的に学んだ知識や行動を他の場面に般化させることが難しいと言われる。

指導に当たっては、例えば、学習したことを日常生活に般化しやすくするために、学習の中でその生活

の場面に近い状況を作るなど、般化しやすい環境を整える工夫が必要である。また、いったん般化して

もそこで指導をやめず、繰り返し学習したり、称賛したりすることで、その般化をより強いものにする必要

がある。 

 

 

 

 

 

                 

                  

 

 

 

 

 

（２）主体的・対話的で深い学びの実践 
 それでは実際に授業（単元・題材）を計画する際に、主体的・対話的で深い学びとなるためには、

どのような手順や方法で考えればよいのだろうか。授業を構想する際のアイデアを紹介したい。 

 

 ①授業（単元・題材）で育てたい力を明確にする 
  図で示したように、「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善は、最終的には「資

質・能力を身に付ける」こと、そして「生涯にわたって能動的（アクティブ）に学び続けるようにする」こ

とにつなげなければならない。その授業（単元・題材）が終了したときに、児童生徒がどのように変容

していてほしいのか、どのようなことができるようになっていてほしいのかを教師が明確に持つことが大切で

ある。この育てたい力を明確にしないと、主体的・対話的で深い学びに取り組むこと自体が目的とな

りがちで、「活動的な時間が多かったが力がついていない」学習（活動あって学びなし）となってしまう

可能性がある。 
 

 ②育てたい力を３つの資質・能力に分類する  
  ①の「育てたい力」を明確にしたら、それを「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学び

に向かう力、人間性等」に分類する。これが、その授業（単元・題材）の目標になる。  

  なお学習指導要領において、それぞれの教科の目標を「知識及び技能」「思考力、判断力、表

現力等」「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱で示している。学習指導要領解説には、内容・

習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科の特質に

応じた「見方・考え方」を働かせながら・・・（中略）「深い学び」

を実現する 

学んだこと（知識・行動など）を日常生活、学校生活、他教

科の学びへ般化させる過程を通して、深い学びとらえる 

これに加えて、特別支援教育では 
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目標が一覧表にまとまっているので参考にしたい。今回の学習指導要領改訂で育成を目指す資

質・能力がこの三つの柱に整理されたが、その基になっているのは平成２８年の中央教育審議答

申で示された「新しい時代に必要となる資質・能力」として示されたものである（下の囲み。９ページ

も参照） 

 

  

 

 

 

 

 ③資質・能力を身に付けるために必要な指導・支援の方法を考える 
  具体的に身に付けさせたい「資質・能力」がはっきりしたら、指導・支援の工夫を検討する。その際、

ポイントとなるのが「主体的・対話的で深い学び」である。資質・能力を身に付けることを達成するた

めの手段であることを押さえておくべきである。「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の具体

的なイメージは、１０３ページ資料 -１に示した「主体的・対話的で深い学び 授業改善チェックリス

ト１５」を参考にしていただきたい（詳しくは２４ページにこのチェックリストの活用法を示した）。 

  

  授業を計画する際、１単位時間の授業の中に、「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」

を全て入れようとするのではなく、単元を見通して「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業

改善」を行う必要がある。育てたい力を意識して単元計画を立て、ねらいを達成するためには、どの

時間でどんな学びをさせるかを考えることが重要である（例えば単元の前半は主体的な学びを多く、

後半は深い学びが多くなるようにする、など）。これまで以上に綿密に単元計画を作成し、単元が終

了したときの児童生徒の姿（何が身についたのか）をイメージすることが求められる。  

 
 ④振り返り 
  「育成を目指す資質・能力」が身に付いたか、という視点で学習評価をする必要がある。「主体

的・対話的で深い学び」を授業改善のための視点としてとらえ、次の授業では（単元では）「こんな

学びの姿を目指す」といった、具体的な改善を図ることが大切である。ＰＤＣＡサイクルを回して改

善を続け、授業を活性化するためには、授業（単元）の振り返りは極めて重要である。  

  なお、目標及び内容が資質・能力の三つの柱に整理されたことを踏まえ、各教科における観点別

学習状況の評価の観点についても３観点に整理されている（「知識・技能」、「思考・判断・表

現」、「主体的に学習に取り組む態度」）。目標では「学びに向かう力・人間性等」と示された部分が、

評価の観点では「主体的に学習に取り組む態度」となっている点に留意したい（12 ページ参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

①「何を理解しているか、何ができるか（生きて働く「知識・技能」の習得）」  

②「理解していること・できることをどう使うか（未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・

表現力等」の育成）」 

③「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びを人生や社会に生かそうとする

「学びに向かう力・人間性等」の涵養）」 

 

ステップ①授業（単

元・題材）で育てた

い力を明確にする 

 

 

 

 

ステップ②育てたい

力 を３つの資質 ・

能力に分類する 

〇知識及び技能  

 

 

 

〇 思 考 力 、 判 断

力、表現力等  

 

 

 

〇学びに向かう力、

人間性等  

 

ステップ③資質・能

力を身に付けるため

に必要な指導 ・支

援の方法を考える 

 

「主体的・対話的で

深い学び」は資質・

能力を身に付けるた

めの手段  

 
「主 体 的 ・対 話

的 で 深 い 学 び 

授業改善 チェッ

クリスト１５」の

活用！ 

ステップ④振り返り 

「育成 を目指す資

質・能力」が身に付

いたかという視点で

学習評価  

 

改善を続け授業を

活性化させることが

重要  

 

実
践 

授
業
研
究 授 業 を 公 開 す

るときは、 「授 業

参観シート」の活

用を！ 

どのような力を育てたいかを考えるのが先。「主体的・対話的で深い」学びについては、 

資質・能力を身に付けるための手段として検討する。 
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（３）障害種ごとの特性等 
 障害種ごとの特性と教育的対応の基本は次のとおりである。これらを踏まえた上で「主体的・対話

的で深い学び」の実践をすることが大切である。  

 

◆視覚障害のある児童生徒の学習上の特性  

 視覚障害の児童生徒は、視覚による情報収集に制限があることから、限られた情報や経験の範囲

で概念が形成されたり、理解が一面的だったりする。また、視覚障害からくる制限により、それぞれの発

達の段階において、獲得しなければならないことを欠いたままの状態となってしまうことがある。  

 

◆視覚障害のある児童生徒の教育的対応の基本  

 視覚障害教育においては、触覚教材、拡大教材、音声教材等の活用を図るとともに、児童生徒

が視覚補助具やコンピュータ等の情報機器などの活用を通して、容易に情報の収集や処理ができる

ようにするなど、児童生徒の視覚障害の状態等を考慮した環境整備や指導方法を工夫することが

基本となる。特別支援学校学習指導要領には、指導にあたって「児童が聴覚，触覚及び保有する

視覚などを十分に活用して，具体的な事物・事象や動作と言葉とを結び付けて，的確な概念の形

成を図り，言葉を正しく理解し活用できるようにすること」と示されている。また同解説には、「的確な

概念を形成するためには，児童生徒が聴覚，触覚及び保有する視覚などを十分に活用して，事

物・事象や動作と言葉とを対応できるようにする指導が大切である」と示されている。 

 

◆主体的・対話的で深い学びの実践にあたっての留意点等  

 例えば、「主体的な学び」であれば、見えない、あるいは見えにくいことから「自らすすんで行動する」こ

とができにくい状況が起こりやすい。よって、移動や活動をスムーズにする環境整備は主体的な学びを

進める上での前提となる。視覚補助具、情報機器を活用し、視覚的な情報の入手の困難さを補い、

問題解決的な学習等に主体的に取り組めるようにすることが重要である。  

 また、的確な概念形成のために、観察や実験、操作活動など、体験活動を意図的に取り入れるこ

とが重要である。さらに、教師が言葉を添えて、言葉で理解したり表現したりしながら、考えを広げ深め

ることを意識させることが大切である。時間的に直接体験が難しい場合には、「読書」による学びも有

効である。作者の考えに触れ、自分の考えに生かし、考えを広げたり、深めたりすることが可能である。  
 
 

◆聴覚障害のある児童生徒の学習上の特性  

 聴覚障害のある児童生徒は、単に言葉が聞こえない（聞こえにくい）というだけでなく、言葉を理解

し、言葉によって思考し、類推し、判断することに困難が生じやすくなる。また、言葉の形成にも困難が

伴い、言語によって知識や技能を獲得したり拡充したりすることに影響を及ぼすことも多い。 
 
◆聴覚障害のある児童生徒の教育的対応の基本  

 特別支援学校学習指導要領には、「体験的な活動を通して，学習の基盤となる語句などについ

て的確な言語概念の形成を図り，児童の発達に応じた思考力の育成に努めること」と示されている。

また、同解説には、「視覚等を有効に活用するため，視聴覚教材や教育機器，コンピュータ等の情

報機器や障害の状態に応じた周辺機器を適切に使用することによって，指導の効果を高めることが

大切である」と示されている。 
 
◆主体的・対話的で深い学びの実践にあたっての留意点等  

 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた様々な学習活動が有効に働くためには、的確な言語

概念が形成されていること、そして的確な意思の相互伝達が行えることが極めて重要である。そのため

には、言葉を指導する際、その言葉にかかわる具体的体験も一緒にさせることが有効である。言葉の

意味理解や的確な概念形成、また言語による思考力を高めるためには、具体的経験をいかに言葉

で表現できるようにするかが大切である。また、音声、文字、手話、指文字等を活用して、発表や児

童同士の話し合いなどの学習活動を積極的に取り入れ、的確な意思の相互伝達が行われるよう指

導方法を工夫することが求められる。聞こえない（聞こえにくい）という状況をどのように受け止め、どの

ように生きるかという、聴覚障害のある児童生徒が生涯にわたって向き合う課題の解決に迫るために、

「主体的・対話的で深い学び」は不可欠である。  

【視覚障害】 

【視覚障害】 
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◆肢体不自由の児童生徒の学習上の特性  

 肢体不自由のある児童生徒は、身体の動きに困難があることから、様々なことを体験する機会が不

足したまま言葉や知識を習得していることが少なくない。そのため、言葉を知っていても意味の理解が

不十分であったり、概念が不確かなまま用語や数字を使っていたりすることがある。 

 

◆肢体不自由の児童生徒の教育的対応の基本  

 特別支援学校学習指導要領には、「体験的な活動を通して言語概念等の形成を的確に図り，

児童の障害の状態や発達の段階に応じた思考力，判断力，表現力等の育成に努めること」と示さ

れている。また、同解説には「各教科の指導に当たっては，具体物を見る，触れる，数えるなどの活

動や，実物を観察する，測る，施設等を利用するなどの体験的な活動を効果的に取り入れ，感

じたことや気付いたこと，特徴などを言語化し，言葉の意味付けや言語概念等の形成を的確に図る

学習が大切になる」と示されている。 

 

◆主体的・対話的で深い学びの実践に当たっての留意点等  

 小・中学校や高等学校に準ずる教育として教育課程の編成がなされることが基本なので、主体

的・対話的で深い学びの考え方も、小・中学校や高等学校の考え方に肢体不自由の特性ゆえの

困難さに対する支援を加えることが自然である。例えば、肢体不自由のある児童生徒の「主体的な

学び」の場合、主体的な学びをするために「誰かの支援が必要」なことが多いので、児童生徒が「手伝

ってほしい」と相手に伝えたところからすでに「主体的な学び」が始まっていると、柔軟に捉えるべきであ

る。 

 「対話的な学び」では、どうしても 1対１の活動が多くなりがちなので、友達と一緒に行う活動を意図

的に取り入れることが大切である。また「対話」については言葉でのやりとりだけとは限らないという柔軟

な考えで指導の工夫を考える必要がある。 
 
 

◆病弱の児童生徒の学習上の特性  

 病弱者である児童生徒は入院や治療、体調不良等のため学習時間の制約や学習できない期間

（学習の空白）などがあるため学びが定着せず、学習が遅れることがある。また、活動の制限等により

学習の基礎となる体験が不足するため、理解が難しい場合がある。さらに、病気の状態等も個々に

異なっているので、各教科の指導計画の作成に当たっては、個々の児童生徒の学習の状況を把握

するとともに病気の状態や学習時間の制約、発達の段階や特性等も考慮する必要がある。  
 
◆病弱の児童生徒の教育的対応の基本  

 入院中の児童生徒は、学習が遅れることへの不安や治療への不安など、ストレスを抱えている場合

も多い。学習面での空白があったり、実験や実技等ができなかったりするなどの理由で、学習の遅れや

理解が不足していることも多い。特別支援学校学習指導要領には、「個々の児童の学習状況や病

気の状態，授業時数の制約等に応じて，指導内容を適切に精選し，基礎的・基本的な事項に

重点を置くとともに，指導内容の連続性に配慮した工夫を行ったり，各教科等相互の関連を図った

りして，効果的な学習活動が展開できるようにすること」、「体験的な活動を伴う内容の指導に当た

っては，児童の病気の状態や学習環境に応じて，間接体験や疑似体験，仮想体験等を取り入

れるなど，指導方法を工夫し，効果的な学習活動が展開できるようにすること」と示されている。 
 
◆主体的・対話的で深い学びの実践に当たっての留意点等  

 病弱者である児童生徒は上記のような学習上の特性があり、また医師等からの指示待ちになりやすい

状況もあり、受け身になりやすく能動的な活動が少ない傾向にある。このような状況で主体的・対話的で

深い学びを進めるには、児童生徒のコミュニケーション支援や様々な支援機器等をうまく活用することがポ

イントとなる。例えば、体験的な活動を取り入れる際に、実体験をさせることが難しい場合には、テレビ会議

システムなどＩＣＴ機器を活用して間接的な体験を取り入れたり、ＶＲ（仮想現実）やＡＲ（拡張現

実）を活用して疑似体験を取り入れたりするなどの方法が考えられる。また分校やベッドサイドでの学習な

ど少人数で学習する場合は、他の児童生徒との対話的な学びを進められるよう、ＩＣＴ機器を活用した

環境整備を進めることが必要である。 

【肢体不自由】 

【病弱】 
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◆知的障害のある児童生徒の学習上の特性  

 知的障害のある児童生徒は、学習によって得た知識や技能が断片的になりやすく、実際の生活の

場で生かすことが難しい。また、成功経験が少ないことなどにより、主体的に活動に取り組む意欲が十

分に育っていないことが多い。 

 

◆知的障害のある児童生徒の教育的対応の基本  

 上記のような特性を踏まえ、特別支援学校学習指導要領解説では「実際の生活場面に即しなが

ら，繰り返して学習することにより，必要な知識や技能等を身に付けられる継続的，段階的な指導

が重要となる」「学習の過程では，児童生徒が頑張っているところやできたところを細かく認めたり，称

賛したりすることで，児童生徒の自信や主体的に取り組む意欲を育むことが重要になる」と示されてい

る。 

 

◆主体的・対話的で深い学びの実践にあたっての留意点等  

 知的障害の特性を踏まえた主体的・対話的で深い学びの実現には、これまでも工夫されてきた、実

際的な体験や経験を積み重ねながら知識や技能を身に付けていく指導法が大切である。加えて、身

に付けた知識や技能を活用する学習活動や、学んだことを生活に活かすことを意図的に取り入れるこ

とが必要である。さらに活動の振り返りをさせて自らの学びを振り返ることで学びを深めたり、主体性を

高めたりすることができる。振り返りは、必ずしも言葉で話したり、文章にまとめたりするだけでなく、例え

ば視覚的教材の選択肢から選んだり、挙手をしたりするなど、学習内容や児童生徒の実態に応じた

ものを工夫することが大切である。 

 

 

◆自閉症・情緒障害の児童生徒の学習上の特性  

 自閉症の児童生徒には次に挙げる三つの基本的な障害特性がある。①他人との社会的関係の

形成の困難さ②言葉の発達の遅れ③興味や関心が狭く特定のものへのこだわりである（平成 15 年

文部科学省「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」より。なお DSM－５（米国

精神医学会）では、自閉症の名称が「自閉スペクトラム症（障害）」に変更された。その定義は、

①様々な文脈における対人コミュニケーションと対人相互作用の持続的障害、②行動、関心、活動

の限局的、反復的な様式、という二つになっている）。これらの特性による、様々な学習上の困難と、

行動面での不適応が起こりうる。 

 情緒障害の児童生徒は、状況に合わない感情や気分が持続し、不適切な行動が引き起こされる

と、それらを自分の意思ではコントロールできないことが継続し、学校生活に適応できなくなることが多

い。 

 

◆自閉症・情緒障害の児童生徒の教育的対応の基本  

 自閉症・情緒障害の児童生徒においては、個に応じた適切な環境設定、指導・支援を行うことで

もてる力を十分に発揮することができる。過去の成功体験を基にして行動しようとしたり、物事の直接

体験を通して身に付けたりする傾向があるため、指導に当たっては、簡単な言葉で具体的に指示を

伝えたり、視覚的な情報を示したりするなどの見通しをもたせる支援が重要となる。その上で、望ましい

行動に対して、その場ですぐに評価するなど、多くの成功体験を積み重ねることで、行動の方法や選

択肢を増やすことが重要である。 

 

◆主体的・対話的で深い学びの実践にあたっての留意点等  

 小・中学校に準ずる教育として教育課程の編成がなされることが基本なので、主体的・対話的で

深い学びの考え方も、小・中学校の考え方に自閉症・情緒障害の特性ゆえの困難さに対する支援

を加えることが自然である。 

 困難さへの支援としては、不適応が起こらないように安心して学習に臨めるよう、環境を整え、学習

のルールを明確に視覚的に示すことが基本である。また、作業の手順、物の置き場所などを構造化し、

迷わずに行動ができるようにしておくことも、主体的な学びにつながる。  

 

 

【知的障害】 

【自閉症・情緒障害】 
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 特別支援教育においては、それぞれの障害の特性に応じて、これまでも「主体的・対話的で深い学

び」の視点を踏まえた様々な指導がなされてきた。しかし、これまでの蓄積を財産としつつも、新たな課

題意識をもって取組を推進する必要がある。例えば、障害種の特性によって「主体的な学び」の実践

は豊富だが「対話的な学び」の実践は少ない、などの偏りがある、あるいは実践はしているがやや形式

的になっている（「主体的・対話的で深い学び」自体が目的化している）場合もある。上記の障害

種ごとに特性を踏まえ、目の前の児童生徒にどのような資質・能力を身に付けさせることが必要かを検

討し、それを達成するための手段として「主体的・対話的で深い学び」の視点を踏まえた授業改善を

行うべきである（次項「実践編」参照）。 

 

参考文献  

・「能動的に学習する力をつける！～ＰＤＣＡを循環させて学びを活性化しよう！」  

 国立特別支援教育総合研究所  神山  努  氏  2018 実践障害児教育  

・「知的障害教育における『育成すべき資質・能力を踏まえた教育課程の編成の在り方」  

 国立特別支援教育総合研究所   調査成果報告書平成２７年度～２８年度  

・「特別支援教育のアクティブ・ラーニング～「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善

～」  三浦  光哉  編著  ジアース教育出版  

・特別支援学校学習指導要領解説  各教科等編（小学部・中学部） 

 平成３０年 3 月  文部科学省  

・埼玉県特別支援教育教育課程編成要領（２）小学校及び中学校特別支援学級・通級によ

る指導編  平成３１年３月  埼玉県教育委員会  

・県立総合教育センター研修資料「特別支援教育の理解のために」（平成３１年度版）  
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Ⅲ 実践編 

 

 

 

実践事例集 

 理論編でも触れたように「主体的・対話的で深い学び」は、１単位時間の

授業の中で全てが実現されるものではなく、単元や題材のまとまりの中で実

現されていくことが求められています。 

 ここで紹介する８つの実践事例も、本時の指導案のみを紹介するものでは

ありません。単元や題材のまとまりの中で、どのように「主体的・対話的で深

い学び」を実現するかを意識した実践となっています。また、次の授業（単

元や題材）の改善につなげることを意識した実践となっています。 

 

 次ページからの実践編の「読み方」には、実践事例を御覧いただく際のポ

イントや実践に当たってのポイント、また「主体的・対話的で深い学び授業

改善チェックリスト１５」についての説明を掲載しました。事例集と併せて、

こちらもぜひ御覧いただければと思います。 
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Ⅲ 実践編 
   ～「主体的・対話的で深い学び」の視点を踏まえた授業実践へのアプローチ～ 

１ 実践編の「読み方」 
（１）実践に当たってのポイント（実践事例集 項目解説） 
 

 

 

■はじめに 

本題材は、「基本的な図形の概念について理解し、図形についての豊かな感覚の育成を図ること」、

「図形を構成する要素に着目して図形の性質や構成の仕方について考察すること」、「図形の性質を

日常生活や学習に活用しようとする態度を身に付けること」をねらいとしている。 

自力で課題を解決したり、既習事項を活かして新しい課題に取り組んだりすることが難しい本学級の

児童は、授業への参加の仕方が受け身になってしまうことが多い。児童が主体的に参加し、全員で

課題解決に向けて学びを深めていくことができる授業を目指し、本題材を設定した。 

  

■学級及び児童(生徒)の実態 

    学習グループは、知的障害特別支援学級在籍する〇年生〇人、〇年生〇人の計〇人の児

童で構成されている。 

    ○○が苦手で一文字ずつの拾い読みになる、不安を感じて課題に取り組むことができない、問わ

れていることよりも自分の考えを優先し誤った回答をしてしまう、周囲のことに気を取られ課題に集中で

きない等、様々な発達の特性を有しており、個別での指導支援を必要としている。 

   どの児童にも手指の操作性について不器用さが見られる。ものさしで長さをｍｍ単位で正確に測るこ

とや定規で点から点までずらすことなく直線を引くこと、指先のひねりを使いコンパスで円をかくこと等

を苦手としている児童が多い。また、具体的操作を伴った学習活動が不足しており、辺の長さや角

の大きさの相等で図形を弁別する、半径や直径の意味を正しく理解することが難しい児童が多い。   

  

■単元（題材）の目標  

○円の意味や性質について理解し、作図することができる。（知識及び技能） 

○円を構成する要素に着目し、構成の仕方を考えることができる。（思考力、判断力、表現力等）  

○コンパスの有用性に気付き、学習に用いようとする。 

 （学びに向かう力、人間性等）    

  

■指導計画 ７時間（○○分×○回 本時は丸数字） 

時数 主な学習活動  目標 チェックリスト 

１～3 

・いろいろな大きさの円をかく。 

・円を構成する要素を理解する。 

・円に半径をかく。 

・円を繰り返し折り、直径を理解する。 

・円の半径、直径の性質につい

て理解している。 

主4 

深10 

知・技 思・判・表 学・人 

○   

15 

16 

○⑰  

18 

・正三角形でサイコロを作る。 

・二等辺三角形で模様を作る。 

・円、二等辺三角形、正三角形をかい

て発表会の背景画を作る。 

・ものさし、コンパス等を活用して

作図し、すすんで背景画作りをし

ている。 

・手本を見て同じ模様のかき方を

見出している。 

主1、2、

3、4、5 

対9-①② 

深10、11、 

1 2、 1 3、 

1 4、 1 5 知・技 思・判・表 学・人 

 ○ ○ 

資質・能力の３つの観点に沿っ

て目標を記入しました。目標

（育成したい力）を明確にす

ることがとても大切です。 

授業改善チェックリス

トの番号に対応して

います。 
目標の３つの観点のう

ち、その時間の指導で一

番ねらっているものに〇を

つけています。 

・言語面、認知面、運動面に関することなどについて記述してあり
ます。 
・本単元に関連したこれまでの既習事項、定着・活用の様子、
他教科との関連などが記述されています。 
 
実践に当たってのポイント   実態把握が、目標や指導計画、評
価にもつながります。苦手なところだけでなく良いところや強みも記
入し生かせるようにしていきましょう。 

校種(障害名) 「教科等名」 
単元・題材等名 「○○○○」 

・単元や題材について、本授業設定の意図、

工夫したこと、授業全体に対する授業者の想

いなどが記述されています。 

２８ページからの実践

事 例 を 御 覧 い た だ く

際、こちらの項目解説

を参考にしてください。 
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■評価の観点 

  ＜知識・技能＞ 

  ・円の性質について理解している。 

  ・コンパス等を使って円をかくことができる。  

  ＜思考・判断・表現＞ 

  ・コンパスの特徴を活かしている。 

 ＜主体的に学習に取り組む態度＞ 

   ・コンパス等を使って繰り返し作図に取り組んでいる。 

■単元（題材）における主体的・対話的で深い学びの視点 

  《主体的》 

  ・既習事項の確認による確かな学力の定着 

   円の中心、半径、図形の学習の中で頻繁に出てくる用語をフラッシュカードで毎時間唱える。問題

文には様々な用語が出てくる。それを読んで理解し、自らの説明の中で使うことができるようにした。  

  《対話的》 

  ・話したくなる場の設定 

   AとBでどちらの道のりが長いのか？自分が三角形をグループ分けした理由は？サイコロづくりのコツ

は？等、自分の考えたことややり方を話したくなり、活動を共に楽しみながら対話がうまれる場面を繰

り返し設定した。 

  《深い学び》 

  ・発表会の背景画作り 

   習得した作図の力を使いたくなる場を設定した。試行錯誤を繰り返しながら学びを活用して背景画を

仕上げていく喜びが味わえるようにした。 

 ■本時の展開（〇/〇時間目） 

 本時の共通目標 

  ○コンパスを活用して作図し、すすんで背景画作りをしようとする 

  ○手本を見て円を使った模様のかき方を見出すことができる。 

 本時の主体的・対話的で深い学びの視点 

配時 

(分) 

主な学習活動  

【チェックリスト】 

・指導上の留意点 

◎評価の観点 
準備物 

２ １ はじめのあいさつをする。 

２ フラッシュカードに取り組む。 

               【主４】 

 

・テンポよくすすめる。 

 

フラッシュカード 

５ ３ 作図のやり方を確認する。 

【主２】 

【対８】 

・円の作図のやり方を発表させる。その

際、「半径の長さ」「ｃｍ」等、正しい用語

の使用を促す。 

拡大手順表  

１０ ４ 課題を知る。 

【主２、３】 

・作図の力を活かして合同発表会の背

景画を作ることを知らせる。 

背景画の下描き 

作り方の拡大図 

２８ ５ 課題①に取り組む。（円の作

図） 

【主１、３、４】 

【対９－①、②】 

【深１ ０ 、 １ １ 、 １ ２ 、 １ ３ 、 １ ４】 

・メモの活用を促す。 

・分からないときは手順書で確認させ

る。 

・指先の不器用さを緩和する支援グッズ

を活用させる。 

◎コンパスを活用して作図し、すすんで

背景画作りをしようとしている。（主体的

に学習に取り組む態度） 

色画用紙

（メモ欄付き） 

手順書 

穴の開いたも

のさし 

握ってかける

コンパス 

 ６ 課題②に取り組む。（円を使っ

た模様作り）   【主１】 

【対６、８】 

【深１０、１１、１４】 

・手本の円の半径と中心の位置を考え

させるようにする。 

◎手本を見て円を使った模様のかき方

を見出している。（思考・判断・表現） 

手本 

目標では「学びに向かう力、

人間性等」ですが、評価の

観点としては「主体的に学習

に取り組む態度」となります。 

 

 

本時の展開の中でも、「授業改善チェックリスト」の番号

に対応させて、主体的・対話的で深い学びに関わる指

導・支援の工夫などを記述しています。 

 

＜実践に当たってのポイント＞ 

・必ずしも１単位時間の授業の中で主体的・対話的で

深い学びの全てが実現されるものではありません。単元全

体を見通して、どの学習場面でどんな学びを設定すれ

ば、目標の達成につながるかという観点で検討します。 

・一つの手立てが「主体的な学び」「対話的な学び」など

重なることもあります。 

・「深い学び」として、単元を通して「教科の見方・考え

方」をどのように働かせるか、を意識します。 

チェックリストの番号に対応 
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 ■授業を振り返って 

  

 【指導計画について】 

    円の学習をした後に図形とは別の単元をはさみ、二等辺三角形の学習に進む流れとなっている。

今回は、円から三角形の作図までを続けて指導する計画にした。これにより、児童はものさしやコンパ

スの有用性を円の単元で理解し、それを活用して三角形の作図を行うことができた。 

  教科書に載っている「思考を促すためのヒント」や「挿絵」は児童によっては不必要な情報として課題

への取り組みを邪魔してしまうことがあった。そこで、コピー、拡大をして余計な情報と思われる部分は

カットし、情報を限定した。これにより集中して取り組む様子が見られた。 

  

 【本時の学習活動について】 

  ・準備から作業では、周囲の環境を活用して、児童が自ら動いて活動に取り組む姿を引き出すことが

できた。教員の人的支援が少なくなった分、生徒への意図的な困った場面の設定の機会でもあっ

たが、十分に設定することができなかった。 

  ・片付け（個人活動）では、生徒によって片付けのペースが異なり、片付けの早い生徒を待たせる時

間を作ってしまった。片付けのペースを踏まえて、片付け②（協働活動）のペアリングを再度検討する

ことで、片付けの早い児童同士で次の活動にスムーズに移ることができると考える。 

 【評価について】 

  ○児童生徒の学習について 

    様々な支援により児童は意欲的に学習に向かっていた。特に、発表会の背景画を自分たちで作

るということに対してやる気に満ちていたように感じる。すべての児童がすすんで背景画作に取り組み、

習得した作図の力を活用していたと考えられる。しかし、円を使った模様作りでは、実態に合った手

本を用意しきれていなかったこと、かくことに困難さを示したときの手立ての脆弱さから授業自体の勢

いの低下と意欲の減退が感じられた。諦めずに取り組む児童の様子が見られた。教師は、的確な

実態の把握に努め、学ぶ喜びを味わわせるための手立てを用意しておくことの重要さを認識した。  

   ○教師の指導について 

  ＜メモの活用について＞【主１、２】 【深１０、１３、１４】 

  ◎辺の長さや半径をメモに取り作図をするというやり方は本時が初めてだった。作りたい図形を選び、

付箋を貼り、色画用紙の色を選んだ。作業台に移動した時点でメモの取りわすれに気づき戻る児童

がいた。学習中に自らの行動を修正しメモをその場で取り、活用する様子が見られるようになった。メ

モを取ることの大切への気づきがあった。 

  ▲1人３個作図したら円を使った模様作りに進む、という約束であった。しかし、その説明が理解できて

おらず、４個以上作図してしまう児童がいた。それに気が付くのが授業の後半になってしまった。見通し

をもたせることが不十分だった。 

【単元を通しての主体的・対話的で深い学びの視点について】  

  学びの活用として背景画作りという課題設定はよかった。また、支援を自己選択できるシステムも児

童の主体的な学びを後押ししていた。課題としては、作図について学習する段階で、ノートを使っての

作図を繰り返したこと、ものさしで半径や辺の長さを測ることしかしてこなかったことが挙げられる。これによ

り、工作用紙の利点を児童が活かし切ることができなかった。作図の段階で工作用紙を渡し、ものさし

で測らなくてもよい、交点で中心をとることができる等、様々な気づきの場を用意すればさらに主体的で

深い学びへとつながると思われる。 

 手順書を作り、自己解決ができるようにしたこともよかった。今回は二等辺三角形の作図の仕方だけ

しか作らなかったことが反省点としてあげられる。正三角形、円、さらには円を使った模様作りの手順書

まで用意し、児童が単元を通して自由に活用できるようにする。必要なときに必要な支援を活用しなが

ら自ら課題解決する機会を増やす。 

 

ここでは、本時の学習、学習の評価、指導計画の反省などから得られた
課題に対して今後どのように対応するか、授業改善案を示しています。 

＜実践に当たってのポイント＞ 
・次の時間や単元に生かせる改善案、もし同じ単元を指導するとしたら
どんな改善をするかなどを具体的に検討することが大事です。ＰＤＣＡ
サイクルを循環させ、授業を活性化させることを意識しましょう。 
・特別支援教育においては、学習（本時とは別の教科を含む）や生
活に本時の学びが生きているかどうかも重要な視点です。（般化の意
識）→般化とは…人間が、絶えず変化する環境に対して柔軟に、弾力的に

かつ安定して一貫性を持って適応していくこと（参考：ＬＤ・ＡＤＨＤ等関

連用語集〔第４版〕日本ＬＤ学会編） 

 

本時の展開の工夫点、成果や課題などにつ

いて、記述しています。 

※本時を中心に、授業参観シートの分析な

どを基にして記述してあります。 

＜実践に当たってのポイント＞ 

 本時の反省だけでなく、指導計画全体の見直し（前時までの取

組との関連、次時以降の展望等も含めて）を図る意識が大切で

す。単元終了後に期待される児童生徒の姿と実際の結果につい

て、振り返ることも大事です。 

＜実践に当たってのポイント＞ 

・「児童生徒の学習（目標の達成状況など）」の視点と「教師の

指導改善」の視点の両面から振り返りをすることが大切です。 

・授業参観シートを活用すると、本時のねらいの達成状況や児童

生徒の変容を見取り、成果や課題の把握がしやすくなります。 
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（２）授業改善チェックリストと授業参観シートについて  
 主体的・対話的で深い学びの実践にあたり、「主体的・対話的で深い学び 授業改善チェックリスト

１５」（１０３ページ資料‐１）の活用例を紹介する。 

 このチェックリストは、埼玉県立総合教育センター「授業力」自己診断シート、独立行政法人教職

員支援機構「【主対深の学び】を支える学びの諸相」、国立特別支援教育総合研究所の研修資

料等を参考に、特別支援教育における主体的・対話的で深い学びの視点を踏まえた授業改善の

視点から検討を加え、ポイントを１５に絞り、チェックリスト化したものである。 

各学校において次のような活用を想定している。 

  

①授業を構想するときの参考にとして 

「主体的・対話的で深い学び」を実現するために、授業の中で具体的にどのような手立てや工夫をすれ

ばよいかの参考となるものである。また、単元全体の計画を練る際にも活用できるものである。  

 

②授業後に教師が振り返り、授業改善につなげるものとして  

実際に授業をした後、振り返り、次への改善につなげることが極めて大切である。「主体的・対話的で

深い学び」を授業改善の視点であると捉え、絶えず次の授業の改善につなげることが求められる。そのため

に、実践の中で、児童生徒の学びの姿を見取って改善していくことが大事である。チェックリストの項目を活

用することで授業後の振り返りがしやすくなる。  

  

③（研究授業等で）参観者がチェックするときに活用できるものとして  

 次のように「授業参観シート」を作成すると、参観者がメモを取りやすい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆授業参観シート作成の際は、チェックリストの項目のみを示した「参観者メモ」を使用する  

「主体的・対話的で深い学び 授業改善チェックリスト１５」（１０３ページ資料‐１）の形だ

と、メモをとりにくいので、チェックリストの項目のみ示したものにメモ欄を付け加えた「参観者メモ」（１

０７ページ資料‐２）を使用する。 

参観者メモ（チェックリスト項目＋メモ欄） 「チェックリスト１５」（説明付き） 

（１０３ページ資料‐１） （１０７ページ資料‐２） 

参観シート作成にはこちらを使用  
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 この「参観者メモ」のみでも、参観者がチェック項目に沿ったメモを記入しやすいが、下の図のように指

導案の展開部分とセットにすることで授業の流れも意識できるようになり、よりよい参観シートになる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○Ａ３用紙（横置きで作成） 

 左半分に指導案の本時の展開部分、右半分が「参観者メモ」となるようにする。  

 ※指導案（展開部分）２枚なら、授業参観シートも２枚になる。  

 ※本時の目標を記入する（これが達成されるかどうかに留意して参観するため）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 左の図のようにＡ４用紙を２枚並べて 

 コピー機でＡ３用紙に印刷。 

    

 簡単に授業参観シートの完成！ 

本時の目標  

「授業参観シート作成用 参観者メモ」の様式・・・１０７ページにあり  

 

 

指導案展開  

（１枚目） 

 

参観の際は・・・ 

○メモをする際に、

「主１」「対７」の

ように、チェックポイ

ントに対応した番

号を記入するとよ

い。 

 

○「主・対 ・深」の

ポイントだけでなく、

「本時の目標の達

成」に迫る手立て

など、気付いたこと

は積 極 的 に書 き

込む。 

 

※次のページに、

記 入 例 あり（実

際に授業参観で

使用したときのもの

を参考に作成）。 

参観者メモ 

手立て、言葉かけ

を記入  

その手立てや言

葉かけで、児童

生徒がどのよう

に変わったかを

記入  

教師の働きかけ 児童生徒の 

様子  

記入の原則は左が教師、右が児童生徒  

これで１セット 
。 

事前に、授業者が主体的 ・対

話的で深い学びの実現を目指し

た授業場面について手立てや工

夫を書き込んでおくとよい。 

その指導がうま

くいったかどう

か、参観者が

書き込む 

時間があるときは・・・ 

事前に参観のポイントを書き込んでおくとさらによい。  

（授業者が「ここを見てほしい！」と思うところ）  
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実際の記入例  

本時の共通目標  

  ・机上を整理し、安全に活動に取り組むことができる。【知識及び技能】  

・自分の役割や活動を理解し、主体的に取り組むことができる。【思考力、判断力、表現力等】 

・「できました」の報告、「～ください」の要求、「教えてください」の相談を、相手に伝えることができる。

【思考力、判断力、表現力等】 

・意欲を持って最後まで作業に取り組むことができる。【学びに向かう力、人間性等】  

本時の展開  

配時(分) 学習活動  ・指導上の留意点  ◎評価の観点  準備物  

５ １ 挨拶  

２ 本時の

確認  

【主１】 

【主２】 

・ホワイトボード、作業ケース、足型等の視覚支援を事前に設置する。  

・ホワイトボードの席表を示しながら、点呼と各自の作業内容を確認する。 

・文化祭で地域の人に頒布するために製品を作っていることを伝える。 

・iPad を示しながら、本時の作業時間を伝える。 

・ホワイトボード 

・作業ケース 

・ベル 

・セリフ表  

・iPad 

３０ ３ 準備  

【主１】 

【主４】 

【主８】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・①机を並べる②道具の準備をする③必要な資材を取りに行く工程

の観察及び指導支援を行う。 

◎作業開始の合図に対して、生徒がどのような行動を起こすか観察

する。【思・判・表】 

A 作業開始の合図に合わせて、 

B 周囲の生徒の動きを見て、 

C 一定時間経ってから、 

D 教員の個別の言葉かけか指差しで、 

前方の作業ケースに向かい、自分の道具セットを取ってくることがで

きたか。 

◎道具を持ってきた後、生徒がどのような行動を起こすか観察する。

【思・判・表】 

 A 整理表の確認行動なく、 

 B 整理表を確認しながら、 

 C 一定時間経ってから、 

 D 教員の個別の言葉かけか指差しで、 

机上の準備をすることができたか。 

◎机上の整理状況を観察する。【知・技】  

 A 修正箇所がない 

 B 修正箇所がある 

・整理表  

・手順表  

・道具セット 

※ 「３ 準備」以降、共通して設定する指導上の留意点  

・個別の言葉かけや指差しは、生徒を一定時間観察して、必要だ

と判断してから行う。 

・個別の言葉かけや指差しは、次の行動に関わる視覚支援に気付

かせる内容に徹する。 

・生徒の良い行動や新しく見られた行動は、即時評価する。 

・生徒からの相談の表出が見られた場合は、即時反応する。  

・一人で作業を進めることができるようになってきた生徒には、意図

的に相談をする場面を設定する。 
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主体的  対話的  深い学び 

1 環境設定  

2 見通し 

3 意欲づけ 

4 実態に合わせた指導  

5 振り返り  

6 自分の考えを整理する工夫 

7 グルーピング（役割） 

8 情報のやりとり 

9 場の設定  

 -① 活動を共に楽しむ場  

 -② 友達・教師からの評価の場 

 -③ 自分の考えを再形成する場  

10 試行錯誤  

11 教科の見方・考え方とのつながり  

12 学ぶことの楽しさへの気づき 

13 自己選択・自己決定  

14 学びの活用  

15 生活に生かす工夫  

 

教師の働きかけ・手立て  子供の様子と言葉  観点  

 

 

 

 

 

・作業ノートの活用  

 

 

 

 

・作業の分担  

 

 

・作業の役割分担等の説明短い（繰り返しな

し）視覚的に理解している。 

 

 

 

・道具のある場所の写真  

 

 

・不必要な声かけがない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全体的に】 

 

 

 

 

 

 

 

 生徒たちが作業を進めている 

（終えたらチェックをして進み具合を  

自分で確かめている。） 

 

 

 

 

 

 すぐに作業に入る生徒が多かった 

 

 

 

 

 迷うことがない 

 

 

 自分で考える間がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自分で机上を整えられる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主１ 

主２ 

（主３） 

 

 

主３ 

対７ 

 

主２ 

深 13 

 

 

 

主１ 

主２ 

 

対６ 

対９－１ 

 

 

 

 

 

 

 

主１ 

 

 

 

 

主１ 

深 15 

 

授業者より（参観のポイント） 

○授業全体を通しての視覚支援（それによって、主体的な学び、活動になっているか。 

・落ち着いた環境を作るために視覚支援が活用されている。  

 ・働く活動を通して、社会に関わっていく力  

参観者メモ 




